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新株予約権等の状況
⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
　該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶ その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、2015年９月18日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を
決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしてお
ります。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。

⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人は、取締役会で定められた「職務権限規程」及び「コンプライアンス規
程」に基づき、その職務を執行し、法令、定款その他の社内規程及び社会規範等を遵守する
体制の構築を推進するとともに、管理本部は必要に応じて取締役及び使用人に対して研修会
を行う。

・取締役及び使用人は、取締役会で定められた「内部通報規程」に基づき、窓口として社外弁
護士事務所を内部通報窓口とする体制を構築し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。法
令、定款等違反の行為が発見された場合には、管理部が社外弁護士事務所と連携し、速やか
に事実関係を調査し、取締役会に報告のうえ、社外弁護士その他の外部専門家とも協力しな
がら対応に努める。

・内部監査室が内部監査を実施し、取締役及び使用人の職務執行に関し、法令、定款その他の
社内規程及び社会規範等との適合状況を調査する。
・代表取締役社長を委員長とする諮問機関として、代表取締役社長及び社外取締役の３名以上
で構成され、過半数を社外取締役とする経営諮問委員会を設置し、取締役等が受ける報酬等
の内容及びその決定方針、取締役及び監査役候補者等の指名方針等について経営の透明性を
確保する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、「文書管理規則」に基づき、その職務執行に係る重要な情報を文書若しくは電磁
的媒体に記録、保存し、監査役等からの閲覧要請に常時備える。なお、上記情報の保存期間
は、法令に別段の定めのない限り、「文書管理規程」で各文書の種類ごとに定めるものとす
る。

③　損失の危険の管理に関する体制
・取締役会で定められた「リスク管理規程」に基づき、リスクを種類別に分け、コンプライア
ンス推進委員会を設置し継続的に管理することにより損失の最小化に努める。
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・コンプライアンス推進委員会は四半期に１回の定例開催のほか、必要に応じ臨時開催する。
・コンプライアンス推進委員会は必要に応じて各本部にリスクの洗出しや、各本部におけるリ
スク管理に関する対応状況の報告を指示することなどによりリスクの把握に努め、優先的に
対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管
理を実施する。

・管理部をリスク管理担当部門とし、牽制機能として二次リスク管理を行い、コンプライアン
ス推進委員会が組織横断的・総合的なリスク管理を推進する体制とする。
・経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、各
種会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告
し、必要に応じて、適切な対応を行う。

・事業活動上の重大な事態が発生した場合には、コンプライアンス推進委員会を臨時開催し迅
速な対応を行い、被害及び損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための体制を整備
する。

④　取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会
は、原則として月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、機動的かつ迅速
な意思決定を行う。
・職務執行については、「職務権限規程」に責任者及びその責任、権限を定め、当該定められ
たルールに従って取締役に職務を執行させるとともに、内部監査を通じて取締役の職務執行
状況を把握し、その妥当性・有効性を検証する。
・取締役は、「予算管理規程」に基づき、中期経営計画の策定及び四半期業績管理を行い、取
締役のほか本部長等で構成される営業会議及び取締役会におけるレビュー、改善策の実施等
により、取締役の職務の効率性を確保する。

・取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に報告する。
⑤　財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるた
め、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告に係る内部統制の体制
整備と有効性の維持・向上を図る。
・監査役は、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、毎期財務報告に係る内
部統制の有効性の評価を行い、不備等があれば必要な是正を行うよう指示するとともに、そ
の内容を代表取締役社長に報告する。
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⑥　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する
事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という。）を置くことを求め
た場合、取締役会は、必要な人数及び求められる資質、能力について監査役と協議を行い、
監査役の同意を得たうえで適切な補助使用人を指名する。
・補助使用人は監査役の指揮命令に従い、その業務を行う。また、補助使用人の人事異動、人
事評価、懲戒処分等に対しては、監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで実施す
る。
・補助使用人としての職務執行を理由として、補助使用人を不利に取り扱わず、補助使用人と
しての独立性を確保することにより、監査役による監査役の職務補助に係る指示の実効性を
確保する。

⑦　当社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制並びに当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び使用人は、法令に定められた事項のほか、監査役の求めに応じて、随時その職務
の執行状況その他の事項に関する報告を行う。
・取締役及び使用人は、会社に対して著しい損害を及ぼす可能性のある事実、内部監査に関す
る重要事項、重大な法令、定款等違反、その他取締役及び使用人が重要と判断する事実を発
見した場合には、速やかに監査役に直接報告することができる。
・監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、取締役及び
使用人に対し不利な取扱いを行わない。
・重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

⑧　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他の監査役の監査が実効的に行わ
れていることを確保するための体制
・監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議において、取締役及び使用人
の業務の執行状況、損失の危険、職務執行の効率性及び職務執行の適法性について、これを
把握し、適切な意見を述べることができるよう、その機会を確保する。
・監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
・監査役は、監査の実効性を高めるため、代表取締役社長との意見交換を随時行う。
・監査役は、月１回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、監査実施
状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関す
る報告を受け、意見交換を随時行う。
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・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債
務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないこ
とを証明できる場合を除き、これに応じる。

⑨　反社会的勢力排除に向けた体制
・当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体について、当社が定める
「反社会的勢力対応の基本方針」に則り、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門
家と緊密に連携を取りながら組織全体として毅然とした態度で対応していく。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①　取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み
　当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、取締役６名（うち、社外取締役２名）で構
成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業
務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎
月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

②　内部監査の実効性の確保のための取り組み
　内部監査につきましては、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置し、内部監査を実施
しております。
　内部監査については、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に基づき、経営活動
の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から検
討・評価しております。内部監査結果については、内部監査報告書として取りまとめ、代表取
締役社長及び監査役に報告しております。さらに、内部監査の過程で改善を要する事項が検出
された場合には、助言・提案を行うとともに、被監査部門による改善状況をフォローアップ監
査により確認しております。
③　監査役監査の実効性の確保のための取り組み
　監査役監査につきましては、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等に
基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っておりま
す。
　なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は相互に緊密な連携を取り、それぞれの監査に
必要な情報の共有を図っております。
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（ 2022年 3 月 1 日から
2023年 2 月28日まで ）
株 主 資 本

純資産
合　計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 282 182 8,141 8,323 25 28,236 28,261 △1,333 35,533 35,533
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,756 △4,756 △4,756 △4,756
当 期 純 利 益 21,026 21,026 21,026 21,026
自己株式の取得 △2,093 △2,093 △2,093
自己株式の処分 399 399 312 711 711

当 期 変 動 額 合 計 － － 399 399 － 16,270 16,270 △1,781 14,888 14,888
当 期 末 残 高 282 182 8,540 8,722 25 44,506 44,531 △3,114 50,421 50,421

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～15年

②　無形固定資産
定額法を採用しております。
　なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
のれん 20年

⑶　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

⑷　引当金の計上基準
賞与引当金
　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
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⑸　収益及び費用の計上基準
　当社は、顧客との契約について、以下の５ステップを適用することにより、収益を認識しております。
　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　ステップ３：取引価格を算定する。
　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
　ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社における主なサービスの提供に関する収益認識の方針は以下のとおりであります。
・顧客に対する役務の提供（一定の期間）
　役務の提供による収益は、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供する義務を負っております。
当該履行義務は契約期間にわたる役務の経過によって、充足されるものであり、収益は当該履行義務が充
足される契約期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に
向けての進捗度を合理的に測定できない場合には、役務に係る原価のうち回収可能と認められる範囲内で
収益を認識しております。当該履行義務は、契約に定められた期間において顧客に役務を提供することに
よって充足されるため、収益は、原則として契約期間に応じて期間均等額、又は当該契約等に定められた
金額で計上しております。
　なお、これらの支払は、契約に基づく期間における役務提供が完了した時点から概ね３ヶ月以内に支払
を受けております。

・顧客に対する成果物の提供（一時点）
　顧客に引き渡した成果物による収益は、成果物の支配が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点
で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転する
ことで、成果物に対する対価として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しておりま
す。当該履行義務は、契約等に定められた金額に基づく成果物を顧客に提供するものであり、収益は、顧
客が成果物を検収した時点で計上しております。
　なお、これらの支払は、顧客が成果物を検収した日の属する月から概ね３ヶ月以内に支払を受けており
ます。

・ソフトウエア開発契約によるソフトウエアの提供（一定の期間）
　ソフトウエア開発契約から得られる収益は、ソフトウエアの完成までに要する原価及びソフトウエア開
発契約の進捗度合を合理的に見積ることができ、かつ、契約に関連した経済的便益が当社に流入する可能
性が高い場合には、進捗度に応じて収益を認識しております。進捗度を合理的に測定できない場合には、
ソフトウエア原価のうち回収可能と認められる範囲内でソフトウエア開発契約に係る収益を認識しており
ます。当該履行義務は、契約等に定められた金額に基づくソフトウエアを顧客に提供するものであり、収
益は、原則として進捗度に応じて計上しております。
　なお、これらの支払は、顧客がソフトウエアを検収した日の属する月から概ね３ヶ月以内に支払を受け
ております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　これにより、従来、履行義務の充足に向けての進捗度を合理的に測定できない場合には、「流動資産」の
「仕掛品」として計上しておりましたが、役務の提供又はソフトウエア開発に係る原価のうち回収可能と認
められる場合においては、回収可能と認められる範囲内で収益を認識する方法に変更しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識
会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全て
の収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた
「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
　また、収益認識会計基準等の適用を契機に、当社の実態に応じ、適切な名称を付する観点から、当事業年
度より「売上高」から「売上収益」として表示しております。
　この結果、当事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「売掛金及び契約資産」が11百万円、「流
動負債」の「その他」が１百万円増加し、「流動資産」の「仕掛品」が10百万円減少しております。当事業
年度の損益計算書において、売上収益及び売上原価は、それぞれ10百万円増加しておりますが、営業利益、
経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響も
ありません。
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のれん 10,613百万円

３．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります。
（のれんの評価）

⑴　当事業年度に係る計算書類に計上した額

⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
・当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法
　当社は、2014年６月６日に旧株式会社ベイカレント・コンサルティングの全ての株式を取得してお
り、取得した際に生じた超過収益力をのれんとして計上しております。
　のれんの償却についてはその効果の及ぶ期間を20年として見積り、その期間で償却しております。
・当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　のれんの減損
　経営環境の著しい悪化や、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化の有無等の
観点から減損の兆候を把握した場合、のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フ
ローの総額が帳簿価額を下回る場合にはのれんを含む資産グループについて減損損失の認識を行うことと
しております。
　なお、割引前将来キャッシュ・フローは、経営者により承認された事業計画を基礎として見積ってお
り、この仮定には、当社の将来予測、我が国の中長期経済成長率等の不確実性が伴います。
　当事業年度において減損の兆候はありません。
・翌事業年度の計算書類に与える影響
　将来の経済環境の変動等に伴い、見積りにおいて用いた主要な仮定を見直したことで、当該のれんにつ
いて減損の兆候を把握し、減損損失を計上した場合には、翌事業年度の計算書類に影響を及ぼす可能性が
あります。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 392百万円

４．追加情報
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
　新型コロナウイルス感染症の収束時期の変動による影響は不確定要素があるものの、当事業年度末におい
て、当社の業績に大きな影響は見られていないことから、当該感染症による影響は限定的であると仮定し、会
計上の見積りに重要な影響は与えないものと判断しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって貸借対照表
価額とする金融商品を保有しておらず、計算書類に与える影響はありません。

５．貸借対照表に関する注記

⑵　偶発債務
　訴訟等
　当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社（以下、「原告ら」という。）か
ら、当社及び当社元従業員（原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員Ａ」という。）
に対して、2017年８月３日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されま
した。当社の法律顧問の見解を踏まえたうえで、現時点で当社に対する請求が認められることは考えており
ません。したがって、当該訴訟による損害賠償等に関して支払が生じる可能性は低いため、当該引当金は計
上しておりません。
　なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。

①　訴訟の内容：不正競争防止法等に基づく差止め等及び損害賠償請求
②　請求金額：合計　165百万円及び年５分の遅延損害金

ⅰ 当該元従業員Ａと当社に対し、当該元従業員Ａが営業機密を取得したこと等による損害として、当該
元従業員Ａと当社が連帯して、原告らそれぞれ55百万円及び年５分の遅延損害金。

ⅱ 当社に対し、当社が当該元従業員Ａを採用したことにより、新たな従業員の雇い入れ、教育費用発生
等による損害として、原告らそれぞれ28百万円及び年５分の遅延損害金。
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当座貸越契約の限度額 2,500百万円
借入実行残高 －百万円
差引額 2,500百万円

普通株式 155,411,410株

普通株式 2,171,680株

⑶　財務制限条項
　当事業年度末における長期借入金2,363百万円、１年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、
借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下
の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、当事業年度における以下の財務指標値は満たしてお
ります。
① 各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75％、又は2017年２

月期比75％のいずれか高い金額以上に維持すること。
② 各事業年度における経常利益を２期連続で損失としないこと。

⑷　当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
　これらの契約に基づく当座貸越契約及び借入未実行残高は以下のとおりであります。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（注) 当社は、2022年11月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行ったため、発行済株式の
総数は139,870,269株増加しております。

⑵　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

－ 12 －



決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年５月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 2,610 170.00 2022年２月28日 2022年５月30日

2022年10月14日
取 締 役 会 普通株式 2,146 140.00 2022年８月31日 2022年11月30日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年５月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 3,525 23.00 2023年２月28日 2023年５月29日

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

（注）当社は、2022年11月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行いましたが、2022年８月
31日を基準日とする１株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の１株当たり配当額を記載して
おります。なお、株式分割を考慮した場合の１株当たり配当額は14.00円となります。

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

⑷　当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数

　該当事項はありません。

－ 13 －



７．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。長期借入金は、複数の金融機関から
のシンジケートローン契約による借入によるものであります。なお、当社はデリバティブ取引を行ってお
りません。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　敷金は、本社事務所の賃貸借契約によるものであり、賃貸主の信用リスクに晒されております。
　未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、全て１年以内の支払期日であります。
　長期借入金については、資金調達に係る流動性リスクと金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　信用リスクは、顧客が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社に財務上の損失を発生させる
リスクであります。
　当社は、受注管理規程等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設定し、管理しております。
　当社の債権は、広範囲の産業や地域に広がる多数の取引先に対するものであります。
　なお、当社は、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信用リ
スクを有しておりません。

ⅱ　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成、更新するとともに、手許流動性
の維持などにより資金調達に係る流動性リスクを管理しております。

ⅲ　金利変動リスクの管理
　当社は、金利変動リスクを軽減するため、担当部署による市場動向等のモニタリングを行っており
ます。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。
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貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

敷 金 2,659 2,659 －

資産計 2,659 2,659 －
長 期 借 入 金
(１年以内返済予定の長期借入金を含む) 3,413 3,413 －

負債計 3,413 3,413 －

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内

（百万円）
10年超

（百万円）

現 金 及 び 預 金 36,606 － － －

売 掛 金 7,703 － － －

敷 金 545 402 1,712 －

合計 44,854 402 1,712 －

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）
５年超

（百万円）

長 期 借 入 金 1,050 1,050 1,050 263 － －

合計 1,050 1,050 1,050 263 － －

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2023年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりでありま
す。なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」について
は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しており
ます。

⑶　金銭債権の決算日後の償還予定額

⑷　長期借入金の決算日後の返済予定額

－ 15 －



区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷 金 － 2,659 － 2,659

資産計 － 2,659 － 2,659
長 期 借 入 金
(１年以内返済予定の長期借入金を含む) － 3,413 － 3,413

負債計 － 3,413 － 3,413

⑸　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金
　敷金の時価については、賃貸借契約の終了期間を考慮した敷金の返還予定時期に基づき、国債の利率で
割り引いた現在価値に基づいて算定しております。なお、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。当該敷金については、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む）
　長期借入金の時価については、変動金利のため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。当該長期借入金については、レベル２の時価に分類しております。
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繰延税金資産
賞与引当金 839百万円
賞与引当金に係る未払社会保険料 80百万円
未払事業税 345百万円
資産除去債務 57百万円
株式報酬費用 297百万円
その他 43百万円

繰延税金資産計 1,661百万円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △38百万円
繰延税金負債計 △38百万円
繰延税金資産の純額 1,623百万円

８．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者との関係 取 引 内 容 取 引 金 額

（百万円） 科 目 期 末 残 高
（百万円）

役 員 阿 部 義 之
被所有

直接　 0.5
（注）２

当社代表取締役
譲渡制限付株式
の 付 与

（注）１
116

（注）１
－ －

役 員 池　平　謙太郎
被所有

直接　 0.7
（注）２

当社代表取締役
譲渡制限付株式
の 付 与

（注）１
114

（注）１
－ －

役 員 中 村 公 亮
被所有

直接　 0.5
（注）２

当 社 取 締 役
譲渡制限付株式
の 付 与

（注）１
112

（注）１
－ －

役 員 関 口 　 諭
被所有

直接　 0.3
（注）２

当 社 取 締 役
譲渡制限付株式
の 付 与

（注）１
36

（注）１
－ －

９．リースにより使用する固定資産に関する注記
ファイナンス・リース取引
　重要性が乏しいため記載を省略しております。

10．関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
2018年５月30日開催の第４回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭
報酬債権としての報酬額について決議され、その後、2021年５月28日開催の第７回定時株主総会に
おいて、当該報酬額を改定することについて決議されております。具体的な支給時期及び配分につい
ては、取締役会の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役
に特に有利な金額とならない範囲において、2022年６月22日開催の取締役会において決定しており
ます。

２．議決権等の所有（被所有）割合は、当事業年度末現在のものを記載しております。
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当事業年度
（百万円）

金 融 （ 銀 行 ・ 証 券 ・ 保 険 等 ） 18,963
情 報 通 信 ・ メ デ ィ ア ・ ハ イ テ ク 26,644
そ の 他 30,483

外部顧客への売上収益 76,090

当事業年度期首残高
（百万円）

当事業年度末残高
（百万円）

顧 客 と の 契 約 か ら 生 じ た 債 権
売 掛 金 （注）１ 5,247 7,703
契 約 資 産 （注）２ 3,300 4,396

合計 8,547 12,099
契 約 負 債 （注）３ 7 27

11．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　顧客との契約から生じる収益については、マネジメントの判断に基づく顧客の業種により分解しており、
これらの分解した収益と売上収益との関連は、以下のとおりであります。なお、大多数の売上収益は、６ヶ
月以内の一定の期間にわたり認識されるものであります。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「１．重要な会計方針に係る
事項に関する注記　⑸　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶　当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産及び契約負債の残高等の内訳は以下のとおりであります。

（注）１．概ね３ヶ月以内に支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
２．当事業年度において、過去の期間に充足（部分的に充足）した履行義務から認識した収益の額に重要

性はありません。
３．当事業年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、７百万円で

あります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関
する情報の記載を省略しております。
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⑴　１株当たりの純資産額 329円03銭

⑵　１株当たりの当期純利益 137円18銭

12．１株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2022年11月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行いましたが、１株当たり
の純資産額及び１株当たりの当期純利益については、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定して算定しております。

13．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の取得）
　当社は、2023年４月14日付で会社法第370条及び当社定款第26条により、会社法第165条第３項の規定に
より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を以下のとおり決議いたし
ました。

⑴　自己株式の取得を行う理由
　資本効率の向上を図るとともに、１株当たりの株主価値を高め、株主への利益還元を充実させるため
に、自己株式の取得を行います。

⑵　取得に係る事項の内容
①　取得する株式の種類 当社普通株式
②　取得する株式の総数 600,000株（上限）
　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　0.39％）
③　株式の取得価額の総額 3,000百万円（上限）
④　取得する期間 2023年５月１日～2023年５月24日
⑤　取得方法 東京証券取引所における市場買付（証券会社による取引一任方式）
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